
 

 

議案第４号関連資料 

明石市職員定数条例の一部を改正する条例（案）の概要 

 

 高齢化の進展に伴う救急需要増加への対応並びに消防警備体制の強化を図るため、消

防職員の定数を改めようとするものです。 

 

１ 職員定数の改正案 

  現行の消防職員定数を、２６４名から２９０名へ改正します。（２６名増） 

 

２ 主な改正理由 

 ⑴ 救急隊の増隊 

   高齢者人口増加などの要因に伴い救急出動件数や搬送人員の増加傾向が続く中、

現在７隊ある救急隊を１隊増隊することで、安定した市民サービスの提供を図りま

す。 

【参考】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 消防警備体制の強化 

   定年年齢の引き上げに伴い、正規職員として定数対象となる６１歳以上の職員が

年々増加することが見込まれることから、職員定数を引き上げ、計画的に職員採用

を行うことで、将来にわたり消防力の維持強化を図ります。 

 

３ 施行期日 

  2026年（令和８年）４月１日 

 

４ 今後の予定 

職員採用については、定年引き上げや退職予定を鑑みながら、毎年計画的に採用し

ていく予定です。 
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<部局ごとの職員定数（案）> 

事 務 部 局 名 

令和７年４月１日 

定数増 

（Ｂ） 

改正後 

定数 

Ａ＋Ｂ 
正規等 

（ア） 

除外数 

（イ） 

対象数 

（ウ） 

ア―イ 

現行定数 

（Ａ） 

市 長 事 務 部 局 1,313 △75 1,238 1,305  1,305 

上 下 水 道 局 108  108 115  115 

市 議 会 事 務 局 15  15 16  16 

選挙管理委員会事務局 8  8 8  8 

監 査 事 務 局 8  8 11  11 

農業委員会事務局 5  5 5  5 

教育委員会事務局 

及び学校園等 
348 △10 338 370  370 

消 防 局 261 △13 248 264 26 290 

合     計 2,066 △98 1,968 2,094 26 2,120 

 ※ 正規等・・・・正規職員、任期付及び再任用フルタイム勤務職員 

   除外数・・・・国・県及び関係団体への派遣職員、育児休業中の職員等 

 

 

 

 

 


